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■
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

／
そ

の
1

△

－

委
員

会
評

価

○

項
目

(位
置

付
け

)
内

容
判

定
基

準

施
設

周
辺

の
生

物
多

様
性

が
保

全
さ

れ
て

い
る

か

○
：
保

全
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
保

全
さ

れ
て

い
な

い

○
：
連

続
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
分

断
さ

れ
て

い
る

生
物

多
様

性
へ

の
配

慮   
  

  
A

○
：
配

慮
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
配

慮
さ

れ
て

い
な

い
－

：
該

当
す

る
工

作
物

が
な

い

○
：
実

績
又

は
計

画
が

妥
当

で
あ

る
△

：
計

画
又

は
計

画
が

や
や

妥
当

性
に

か
け

る
×

：
特

に
実

施
し

て
い

な
い

△

環
境

意
識

の
啓

発
  

  
  

B

舗
装

等
を

行
う

場
合

に
、

生
物

多
様

性
に

配
慮

し
た

構
造

に
な

っ
て

い
る

か

実
施

な
し

環
境

保
全

に
向

け
て

の
河

川
愛

護
な

ど
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

か
○

カ
ル

テ
記

載
事

項
を

確
認

し
た

（
環

境
保

全
に

向
け

て
申

請
者

の
取

り
組

み
）

環
境

保
全

に
関

す
る

啓
発

看
板

の
設

置
等

の
対

策
を

施
し

て
い

る
か

×
×

○
：
実

績
又

は
計

画
が

妥
当

で
あ

る
△

：
計

画
又

は
計

画
が

や
や

妥
当

性
に

か
け

る
×

：
特

に
実

施
し

て
い

な
い

占
用

地
の

一
部

は
自

然
の

形
を

残
し

て
い

る
。

舗
装

等
は

実
施

し
て

い
な

い
。

現
在

は
特

に
実

施
し

て
い

な
い

。

年
1
回

伊
丹

市
全

体
の

一
斉

清
掃

や
環

境
学

習
を

行
っ

て
い

る
。

－

（
説

明
欄

）

施
設

の
横

断
方

向
の

生
態

系
の

連
続

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
か

△

グ
ラ

ウ
ン

ド
・
裸

地
以

外
の

草
地

部
分

で
あ

る
程

度
の

連
続

性
は

確
保

さ
れ

て
い

る

△
外

来
種

対
策

に
取

り
組

ま
れ

た
い

。

昆
虫

館
・
み

ど
り

自
然

課
と

連
携

し
な

が
ら

外
来

種
対

策
に

取
り

組
む

。

河
川

管
理

者
（
説

明
欄

）

申
請

者
細

目
(整

理
番

号
)

施
設

周
辺

へ
の

配
慮

A
-
1

横
断

方
向

の
連

続
性

  
  

A
-
2

工
作

物
へ

の
配

慮
  

  
A

-
3

環
境

保
全

へ
の

啓
発

対
策

  
  

B
-
1

河
川

愛
護

活
動

  
  

B
-
2

生 物 多 様 性 の 保 全 ・ 再

3
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■
河
川
保
全
利

用
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
／

そ
の

2

委
員

会
評

価
（
説

明
欄

）

河
川

管
理

者

△ ○ ○

運
動

施
設

の
た

め
。

毎
年

報
告

を
行

っ
て

い
る

。

く
ず

か
ご

を
設

置
せ

ず
各

自
で

ゴ
ミ

を
持

ち
帰

る
。

利
用

者
・

利
用

ル
ー

ル  

利
用

者
へ

の
明

示
  

 C
-
4

利
用

上
の

ル
ー

ル
  
 C

-
3

公
共

性
の

担
保

  
 C

-
5

川
と

の
ふ

れ
あ

い
  

 C
-
1

利
用

状
況

の
把

握
  
 C

-
2

川
と

ふ
れ

あ
う

た
め

、
十

分
な

活
用

を
図

ら
れ

た
い

○
利

用
者

数
の

報
告

あ
り

○
：
定

め
て

い
る

△
：
定

め
て

い
る

が
不

十
分

×
：
定

め
て

い
な

い

利
用

者
が

川
と

ふ
れ

あ
う

(親
水

･自
然

観
察

等
)こ

と
が

可
能

な
施

設
か

施
設

の
利

用
者

数
（
時

刻
、

曜
日

、
季

節
な

ど
）
を

把
握

し
て

い
る

か

利
用

上
の

ル
ー

ル
（
ゴ

ミ
処

理
方

法
な

ど
）
を

定
め

て
い

る
か

○
○

：
明

示
し

て
い

る
△

：
一

部
明

示
し

て
い

る
×

：
明

示
し

て
い

な
い

看
板

等
で

明
示

し
て

い
る

。

利
用

団
体

に
よ

り
結

成
さ

れ
る

運
営

委
員

会
が

使
用

。
委

員
会

参
加

に
つ

い
て

は
排

他
性

は
な

い
。

（
説

明
欄

）

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
、

利
用

状
況

）

○
：
川

と
ふ

れ
あ

う
施

設
で

あ
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
川

と
ふ

れ
あ

う
施

設
で

は
な

い

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
あ

る
程

度
の

推
定

は
で

き
る

×
：
把

握
し

て
い

な
い

×

判
定

基
準

駐
車

場
を

利
用

す
る

車
と

一
般

の
河

川
利

用
者

、
近

隣
住

民
間

に
交

通
事

故
や

ト
ラ

ブ
ル

が
生

じ
な

い
よ

う
、

通
行

経
路

や
利

用
方

法
、

管
理

体
制

に
配

慮
し

て
い

る
か

駐
車

場
の

設
置

要
望

が
あ

る
場

合
は

、
出

入
時

の
動

線
、

安
全

対
策

、
不

法
進

入
対

策
、

管
理

体
制

、
自

然
環

境
へ

の
影

響
な

ど
、

詳
細

な
検

討
を

し
て

い
る

か

利
用

形
態

わ
か

り
や

す
い

明
示

方
法

を
検

討
さ

れ
た

い
△

設
置

す
る

施
設

は
、

広
く
一

般
の

用
に

供
す

る
こ

と
が

可
能

で
、

申
請

者
や

一
部

の
利

用
者

、
団

体
だ

け
に

限
ら

れ
る

排
他

・
独

占
的

な
利

用
は

な
い

か

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

利
用

に
関

す
る

ル
ー

ル
、

注
意

事
項

、
緊

急
時

の
連

絡
先

 を
わ

か
り

や
す

い
場

所
に

看
板

等
で

利
用

者
へ

明
示

し
て

い
る

か

－ －
計

画
が

な
い

。

○

申
請

者

○
：
排

他
・
独

占
的

な
利

用
は

な
い

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

、
不

明
×

：
排

他
・
独

占
的

な
利

用
が

あ
る

項
目

(位
置

付
け

)
細

目
(整

理
番

号
)

内
容

利
用

方
法

や
管

理
体

制
へ

の
配

慮   
 C

-
6

設
置

の
た

め
の

検
討

の
有

無
  

 C
-
7

駐
車

場

　

－
　

○
：
十

分
配

慮
し

て
い

る
△

：
配

慮
し

て
い

る
が

不
十

分
×

：
配

慮
が

全
く
不

足
し

て
い

る
、

無
配

慮
―

：
駐

車
場

は
な

い

○
：
十

分
検

討
し

て
い

る
△

：
検

討
し

て
い

る
が

不
十

分
、

現
在

検
討

中
×

：
検

討
が

全
く
不

足
し

て
い

る
、

未
検

討
―

：
設

置
の

要
望

や
計

画
が

な
い

－
設

置
し

て
い

な
い

。

川 の 利 用 と 責 任 C

4
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■
河
川
保
全
利

用
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
／

そ
の

3

委
員

会
評

価

○
：
適

正
で

あ
る

△
：
一

部
改

正
の

余
地

が
あ

る
、

改
正

中
×

：
適

正
と

は
い

え
な

い
、

計
画

が
な

い

○
：
適

正
管

理
さ

れ
て

い
る

×
：
不

法
占

用
の

実
態

が
あ

る
×

申
請

者
（
説

明
欄

）

施
設

管
理 不

法
占

用

管
理

体
制

  
  
D

-
1

施
設

の
管

理
計

画
は

適
正

で
あ

る
か

管
理

計
画

  
  
D

-
2

一
部

用
具

類
の

放
置

が
見

ら
れ

る

利
用

者
な

ど
が

許
可

な
く
用

具
収

納
コ

ン
テ

ナ
な

ど
の

不
法

占
用

物
件

を
持

ち
込

ま
な

い
よ

う
、

適
正

に
管

理
し

て
い

る
か

不
法

占
用

対
策

  
  
D

-
3

○

伊
丹

市
猪

名
川

運
動

広
場

猪
名

川
洪

水
時

等
に

お
け

る
施

設
撤

去
等

要
領

に
準

じ
て

、
適

正
管

理
で

き
る

備
品

の
み

設
置

し
て

い
る

と
い

う
認

識
で

あ
る

。

項
目

(位
置

付
け

)
細

目
(整

理
番

号
)

内
容

判
定

基
準

△
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

市
民

の
意

見
に

応
じ

て
市

の
管

理
計

画
に

つ
い

て
改

正
中

。

△

○
：
整

備
さ

れ
て

い
る

△
：
一

部
整

備
、

整
備

途
上

×
：
整

備
さ

れ
て

い
な

い

施
設

の
管

理
体

制
を

整
備

し
て

い
る

か
(指

定
管

理
者

制
度

等
に

よ
る

管
理

者
の

明
確

化
、

管
理

事
務

所
・

詰
所

等
が

あ
る

　
等

)

△
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

（
説

明
欄

）

運
営

委
員

会
・
市

で
協

力
し

て
管

理
し

て
い

る
。

河
川

管
理

者

△
施 設 の 維 持 管 理 D

5
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■
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

／
そ

の
1

細
目

(整
理

番
号

)

施
設

周
辺

へ
の

配
慮

A
-
1

横
断

方
向

の
連

続
性

  
  

A
-
2

工
作

物
へ

の
配

慮
  

  
A

-
3

環
境

保
全

へ
の

啓
発

対
策

  
  

B
-
1

河
川

愛
護

活
動

  
  

B
-
2

（
説

明
欄

）

施
設

の
横

断
方

向
の

生
態

系
の

連
続

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
か

△

グ
ラ

ウ
ン

ド
・
裸

地
以

外
の

草
地

部
分

で
あ

る
程

度
の

連
続

性
は

確
保

さ
れ

て
い

る

△
外

来
種

対
策

に
取

り
組

ま
れ

た
い

。

昆
虫

館
・
み

ど
り

自
然

課
と

連
携

し
な

が
ら

外
来

種
対

策
に

取
り

組
む

。

河
川

管
理

者
（
説

明
欄

）

申
請

者

○
：
実

績
又

は
計

画
が

妥
当

で
あ

る
△

：
計

画
又

は
計

画
が

や
や

妥
当

性
に

か
け

る
×

：
特

に
実

施
し

て
い

な
い

占
用

地
の

一
部

は
自

然
の

形
を

残
し

て
い

る
。

舗
装

等
は

実
施

し
て

い
な

い
。

現
在

は
特

に
実

施
し

て
い

な
い

。

年
1
回

伊
丹

市
全

体
の

一
斉

清
掃

や
環

境
学

習
を

行
っ

て
い

る
。

－

△

環
境

意
識

の
啓

発
  

  
  

B

舗
装

等
を

行
う

場
合

に
、

生
物

多
様

性
に

配
慮

し
た

構
造

に
な

っ
て

い
る

か

実
施

な
し

環
境

保
全

に
向

け
て

の
河

川
愛

護
な

ど
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

か
○

カ
ル

テ
記

載
事

項
を

確
認

し
た

（
環

境
保

全
に

向
け

て
申

請
者

の
取

り
組

み
）

環
境

保
全

に
関

す
る

啓
発

看
板

の
設

置
等

の
対

策
を

施
し

て
い

る
か

×
×

項
目

(位
置

付
け

)
内

容
判

定
基

準

施
設

周
辺

の
生

物
多

様
性

が
保

全
さ

れ
て

い
る

か

○
：
保

全
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
保

全
さ

れ
て

い
な

い

○
：
連

続
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
分

断
さ

れ
て

い
る

生
物

多
様

性
へ

の
配

慮   
  

  
A

○
：
配

慮
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
配

慮
さ

れ
て

い
な

い
－

：
該

当
す

る
工

作
物

が
な

い

○
：
実

績
又

は
計

画
が

妥
当

で
あ

る
△

：
計

画
又

は
計

画
が

や
や

妥
当

性
に

か
け

る
×

：
特

に
実

施
し

て
い

な
い

△

－

委
員

会
評

価

○

生 物 多 様 性 の 保 全 ・ 再

3
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■
河
川
保
全
利

用
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
／

そ
の

2

利
用

方
法

や
管

理
体

制
へ

の
配

慮   
 C

-
6

設
置

の
た

め
の

検
討

の
有

無
  

 C
-
7

駐
車

場

カ
ル

テ
記

載
事

項
を

確
認

し
た

（
管

理
状

況
）

－
 

○
：
十

分
配

慮
し

て
い

る
△

：
配

慮
し

て
い

る
が

不
十

分
×

：
配

慮
が

全
く
不

足
し

て
い

る
、

無
配

慮
―

：
駐

車
場

は
な

い

○
：
十

分
検

討
し

て
い

る
△

：
検

討
し

て
い

る
が

不
十

分
、

現
在

検
討

中
×

：
検

討
が

全
く
不

足
し

て
い

る
、

未
検

討
―

：
設

置
の

要
望

や
計

画
が

な
い

○

利
用

者
が

多
い

休
日

に
は

係
員

を
配

置
し

、
平

日
も

定
期

的
に

巡
回

し
て

い
る

。

○

－
す

で
に

駐
車

場
を

設
置

し
て

い
る

(河
川

区
域

外
)。

○

申
請

者

○
：
排

他
・
独

占
的

な
利

用
は

な
い

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

、
不

明
×

：
排

他
・
独

占
的

な
利

用
が

あ
る

項
目

(位
置

付
け

)
細

目
(整

理
番

号
)

内
容

判
定

基
準

駐
車

場
を

利
用

す
る

車
と

一
般

の
河

川
利

用
者

、
近

隣
住

民
間

に
交

通
事

故
や

ト
ラ

ブ
ル

が
生

じ
な

い
よ

う
、

通
行

経
路

や
利

用
方

法
、

管
理

体
制

に
配

慮
し

て
い

る
か

駐
車

場
の

設
置

要
望

が
あ

る
場

合
は

、
出

入
時

の
動

線
、

安
全

対
策

、
不

法
進

入
対

策
、

管
理

体
制

、
自

然
環

境
へ

の
影

響
な

ど
、

詳
細

な
検

討
を

し
て

い
る

か

利
用

形
態

わ
か

り
や

す
い

明
示

方
法

を
検

討
さ

れ
た

い
△

設
置

す
る

施
設

は
、

広
く
一

般
の

用
に

供
す

る
こ

と
が

可
能

で
、

申
請

者
や

一
部

の
利

用
者

、
団

体
だ

け
に

限
ら

れ
る

排
他

・
独

占
的

な
利

用
は

な
い

か

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

利
用

に
関

す
る

ル
ー

ル
、

注
意

事
項

、
緊

急
時

の
連

絡
先

 を
わ

か
り

や
す

い
場

所
に

看
板

等
で

利
用

者
へ

明
示

し
て

い
る

か

○
○

：
明

示
し

て
い

る
△

：
一

部
明

示
し

て
い

る
×

：
明

示
し

て
い

な
い

看
板

等
で

明
示

し
て

い
る

。

市
体

育
協

会
加

盟
の

団
体

等
が

大
会

等
で

優
先

的
に

使
用

。
空

い
て

い
る

日
は

一
般

利
用

。

（
説

明
欄

）

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
、

利
用

状
況

）

○
：
川

と
ふ

れ
あ

う
施

設
で

あ
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
川

と
ふ

れ
あ

う
施

設
で

は
な

い

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
あ

る
程

度
の

推
定

は
で

き
る

×
：
把

握
し

て
い

な
い

×
川

と
ふ

れ
あ

う
た

め
、

十
分

な
活

用
を

図
ら

れ
た

い

○
利

用
者

数
の

報
告

あ
り

○
：
定

め
て

い
る

△
：
定

め
て

い
る

が
不

十
分

×
：
定

め
て

い
な

い

利
用

者
が

川
と

ふ
れ

あ
う

(親
水

･自
然

観
察

等
)こ

と
が

可
能

な
施

設
か

施
設

の
利

用
者

数
（
時

刻
、

曜
日

、
季

節
な

ど
）
を

把
握

し
て

い
る

か

利
用

上
の

ル
ー

ル
（
ゴ

ミ
処

理
方

法
な

ど
）
を

定
め

て
い

る
か

利
用

者
・

利
用

ル
ー

ル  

利
用

者
へ

の
明

示
  

 C
-
4

利
用

上
の

ル
ー

ル
  
 C

-
3

公
共

性
の

担
保

  
 C

-
5

川
と

の
ふ

れ
あ

い
  

 C
-
1

利
用

状
況

の
把

握
  
 C

-
2

（
説

明
欄

）

河
川

管
理

者

△ ○ ○

運
動

施
設

の
た

め
。

毎
年

報
告

を
行

っ
て

い
る

。

く
ず

か
ご

を
設

置
せ

ず
各

自
で

ゴ
ミ

を
持

ち
帰

る
。

委
員

会
評

価

川 の 利 用 と 責 任 C

4
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■
河
川
保
全
利

用
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
／

そ
の

3

施
設

の
管

理
体

制
を

整
備

し
て

い
る

か
(指

定
管

理
者

制
度

等
に

よ
る

管
理

者
の

明
確

化
、

管
理

事
務

所
・

詰
所

等
が

あ
る

　
等

)

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

（
説

明
欄

）

指
定

管
理

者
制

度
に

よ
り

管
理

者
を

明
確

化
し

て
い

る
。

河
川

管
理

者

○

項
目

(位
置

付
け

)
細

目
(整

理
番

号
)

内
容

判
定

基
準

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

周
辺

住
民

か
ら

要
望

が
あ

っ
た

場
合

も
指

定
管

理
者

を
通

じ
て

迅
速

に
対

応
し

て
い

る
た

め
適

正
で

あ
る

。

○

○
：
整

備
さ

れ
て

い
る

△
：
一

部
整

備
、

整
備

途
上

×
：
整

備
さ

れ
て

い
な

い

施
設

管
理 不

法
占

用

管
理

体
制

  
  
D

-
1

施
設

の
管

理
計

画
は

適
正

で
あ

る
か

管
理

計
画

  
  
D

-
2

適
正

管
理

さ
れ

て
い

る

利
用

者
な

ど
が

許
可

な
く
用

具
収

納
コ

ン
テ

ナ
な

ど
の

不
法

占
用

物
件

を
持

ち
込

ま
な

い
よ

う
、

適
正

に
管

理
し

て
い

る
か

不
法

占
用

対
策

  
  
D

-
3

○
指

定
管

理
者

が
適

正
に

管
理

し
て

い
る

。

委
員

会
評

価

○
：
適

正
で

あ
る

△
：
一

部
改

正
の

余
地

が
あ

る
、

改
正

中
×

：
適

正
と

は
い

え
な

い
、

計
画

が
な

い

○
：
適

正
管

理
さ

れ
て

い
る

×
：
不

法
占

用
の

実
態

が
あ

る
○

申
請

者
（
説

明
欄

）

施 設 の 維 持 管 理 D

5
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■
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

／
そ

の
1

△ △

委
員

会
評

価

○

舗
装

自
体

の
是

非
や

構
造

変
更

に
つ

い
て

再
検

討
さ

れ
た

い

項
目

(位
置

付
け

)
内

容
判

定
基

準

施
設

周
辺

の
生

物
多

様
性

が
保

全
さ

れ
て

い
る

か

○
：
保

全
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
保

全
さ

れ
て

い
な

い

○
：
連

続
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
分

断
さ

れ
て

い
る

生
物

多
様

性
へ

の
配

慮   
  
  
A

○
：
配

慮
さ

れ
て

い
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
配

慮
さ

れ
て

い
な

い
－

：
該

当
す

る
工

作
物

が
な

い

○
：
実

績
又

は
計

画
が

妥
当

で
あ

る
△

：
計

画
又

は
計

画
が

や
や

妥
当

性
に

か
け

る
×

：
特

に
実

施
し

て
い

な
い

○

環
境

意
識

の
啓

発
  
  
  
B

舗
装

等
を

行
う

場
合

に
、

生
物

多
様

性
に

配
慮

し
た

構
造

に
な

っ
て

い
る

か

啓
発

看
板

の
設

置
を

検
討

さ
れ

た
い

環
境

保
全

に
向

け
て

の
河

川
愛

護
な

ど
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

か
○

取
り

組
み

が
お

こ
な

わ
れ

て
い

る

環
境

保
全

に
関

す
る

啓
発

看
板

の
設

置
等

の
対

策
を

施
し

て
い

る
か

△
×

○
：
実

績
又

は
計

画
が

妥
当

で
あ

る
△

：
計

画
又

は
計

画
が

や
や

妥
当

性
に

か
け

る
×

：
特

に
実

施
し

て
い

な
い

一
部

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
や

グ
ラ

ウ
ン

ド
利

用
し

て
い

る
も

の
の

、
周

辺
は

自
然

を
残

し
て

い
る

舗
装

箇
所

は
最

低
限

に
留

め
、

自
然

を
残

し
て

い
る

啓
発

看
板

に
つ

い
て

、
河

川
洪

水
時

に
も

危
険

の
な

い
状

態
で

の
設

置
等

を
引

き
続

き
検

討
す

る 河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

連
携

し
生

物
多

様
性

に
関

す
る

環
境

学
習

会
を

実
施

○

（
説

明
欄

）

施
設

の
横

断
方

向
の

生
態

系
の

連
続

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
か

○

グ
ラ

ウ
ン

ド
・
裸

地
以

外
の

草
地

部
分

で
、

あ
る

程
度

の
連

続
性

は
確

保
さ

れ
て

い
る

○
引

き
続

き
外

来
種

対
策

に
取

り
組

ま
れ

た
い

生
態

系
へ

の
影

響
が

懸
念

さ
れ

る
殺

虫
剤

等
の

散
布

を
行

わ
な

い

河
川

管
理

者
（
説

明
欄

）

申
請

者
細

目
(整

理
番

号
)

施
設

周
辺

へ
の

配
慮

A
-
1

横
断

方
向

の
連

続
性

  
  
A

-
2

工
作

物
へ

の
配

慮
  
  
A

-
3

環
境

保
全

へ
の

啓
発

対
策

  
  
B

-
1

河
川

愛
護

活
動

  
  
B

-
2

生 物 多 様 性 の 保 全 ・ 再

3
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■
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

／
そ

の
2

委
員

会
評

価
（
説

明
欄

）

河
川

管
理

者

△ ○ ○

施
設

周
辺

の
水

深
が

深
い

た
め

川
へ

の
ア

ク
セ

ス
は

容
易

で
は

な
い

が
自

然
観

察
は

可
能

指
定

管
理

者
に

よ
る

利
用

者
数

の
把

握
と

報
告

あ
り

利
用

上
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
お

り
指

定
管

理
者

に
よ

り
運

用
さ

れ
て

い
る

利
用

者
・

利
用

ル
ー

ル  
利

用
者

へ
の

明
示

  
 C

-
4

利
用

上
の

ル
ー

ル
  
 C

-
3

公
共

性
の

担
保

  
 C

-
5

川
と

の
ふ

れ
あ

い
  

 C
-
1

利
用

状
況

の
把

握
  
 C

-
2

川
と

ふ
れ

あ
う

た
め

、
十

分
な

活
用

を
図

ら
れ

た
い

○
利

用
者

数
の

報
告

あ
り

○
：
定

め
て

い
る

△
：
定

め
て

い
る

が
不

十
分

×
：
定

め
て

い
な

い

利
用

者
が

川
と

ふ
れ

あ
う

(親
水

･自
然

観
察

等
)こ

と
が

可
能

な
施

設
か

施
設

の
利

用
者

数
（
時

刻
、

曜
日

、
季

節
な

ど
）
を

把
握

し
て

い
る

か

利
用

上
の

ル
ー

ル
（
ゴ

ミ
処

理
方

法
な

ど
）
を

定
め

て
い

る
か

○
○

：
明

示
し

て
い

る
△

：
一

部
明

示
し

て
い

る
×

：
明

示
し

て
い

な
い

看
板

に
よ

る
明

示
あ

り

事
前

申
請

し
た

体
育

施
設

利
用

者
以

外
で

も
公

園
ス

ペ
ー

ス
は

自
由

に
利

用
で

き
る

（
説

明
欄

）

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
、

利
用

状
況

）

○
：
川

と
ふ

れ
あ

う
施

設
で

あ
る

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

×
：
川

と
ふ

れ
あ

う
施

設
で

は
な

い

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
あ

る
程

度
の

推
定

は
で

き
る

×
：
把

握
し

て
い

な
い

△

判
定

基
準

駐
車

場
を

利
用

す
る

車
と

一
般

の
河

川
利

用
者

、
近

隣
住

民
間

に
交

通
事

故
や

ト
ラ

ブ
ル

が
生

じ
な

い
よ

う
、

通
行

経
路

や
利

用
方

法
、

管
理

体
制

に
配

慮
し

て
い

る
か

駐
車

場
の

設
置

要
望

が
あ

る
場

合
は

、
出

入
時

の
動

線
、

安
全

対
策

、
不

法
進

入
対

策
、

管
理

体
制

、
自

然
環

境
へ

の
影

響
な

ど
、

詳
細

な
検

討
を

し
て

い
る

か

利
用

形
態

現
地

に
て

看
板

設
置

を
確

認
し

た
○

設
置

す
る

施
設

は
、

広
く
一

般
の

用
に

供
す

る
こ

と
が

可
能

で
、

申
請

者
や

一
部

の
利

用
者

、
団

体
だ

け
に

限
ら

れ
る

排
他

・
独

占
的

な
利

用
は

な
い

か

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

利
用

に
関

す
る

ル
ー

ル
、

注
意

事
項

、
緊

急
時

の
連

絡
先

 を
わ

か
り

や
す

い
場

所
に

看
板

等
で

利
用

者
へ

明
示

し
て

い
る

か

○

―

○

申
請

者

○
：
排

他
・
独

占
的

な
利

用
は

な
い

△
：
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

、
不

明
×

：
排

他
・
独

占
的

な
利

用
が

あ
る

項
目

(位
置

付
け

)
細

目
(整

理
番

号
)

内
容

利
用

方
法

や
管

理
体

制
へ

の
配

慮   
 C

-
6

設
置

の
た

め
の

検
討

の
有

無
  

 C
-
7

駐
車

場

配
慮

さ
れ

て
い

る

―

○
：
十

分
配

慮
し

て
い

る
△

：
配

慮
し

て
い

る
が

不
十

分
×

：
配

慮
が

全
く
不

足
し

て
い

る
、

無
配

慮
―

：
駐

車
場

は
な

い

○
：
十

分
検

討
し

て
い

る
△

：
検

討
し

て
い

る
が

不
十

分
、

現
在

検
討

中
×

：
検

討
が

全
く
不

足
し

て
い

る
、

未
検

討
―

：
設

置
の

要
望

や
計

画
が

な
い

○

駐
車

ス
ペ

ー
ス

の
整

備
を

行
い

、
通

行
経

路
を

案
内

す
る

看
板

等
を

設
置

し
て

い
る

。

川 の 利 用 と 責 任 C
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■
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

／
そ

の
3

委
員

会
評

価

○
：
適

正
で

あ
る

△
：
一

部
改

正
の

余
地

が
あ

る
、

改
正

中
×

：
適

正
と

は
い

え
な

い
、

計
画

が
な

い

○
：
適

正
管

理
さ

れ
て

い
る

×
：
不

法
占

用
の

実
態

が
あ

る
×

申
請

者
（
説

明
欄

）

施
設

管
理 不

法
占

用

管
理

体
制

  
  
D

-
1

施
設

の
管

理
計

画
は

適
正

で
あ

る
か

管
理

計
画

  
  
D

-
2

不
法

占
用

の
実

態
あ

り
（
指

導
中

）

利
用

者
な

ど
が

許
可

な
く
用

具
収

納
コ

ン
テ

ナ
な

ど
の

不
法

占
用

物
件

を
持

ち
込

ま
な

い
よ

う
、

適
正

に
管

理
し

て
い

る
か

不
法

占
用

対
策

  
  
D

-
3

×
不

法
占

用
の

実
態

あ
り

項
目

(位
置

付
け

)
細

目
(整

理
番

号
)

内
容

判
定

基
準

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

今
後

の
修

繕
計

画
等

を
リ

ス
ト

化
し

指
定

管
理

者
に

よ
る

定
期

的
な

チ
ェ

ッ
ク

及
び

市
へ

の
報

告
を

行
っ

て
い

る
。

○

○
：
整

備
さ

れ
て

い
る

△
：
一

部
整

備
、

整
備

途
上

×
：
整

備
さ

れ
て

い
な

い

施
設

の
管

理
体

制
を

整
備

し
て

い
る

か
(指

定
管

理
者

制
度

等
に

よ
る

管
理

者
の

明
確

化
、

管
理

事
務

所
・

詰
所

等
が

あ
る

　
等

)

○
カ

ル
テ

記
載

事
項

を
確

認
し

た
（
管

理
状

況
）

（
説

明
欄

）

指
定

管
理

者
に

よ
る

管
理

河
川

管
理

者

○
施 設 の 維 持 管 理 D
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